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証券コード 3670
2022年６月３日

株 主 各 位
東京都港区浜松町一丁目９番10号

協立情報通信株式会社
代表取締役 佐々木 茂則

第57期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、当社第57期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主

総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年６月20日（月曜日）
午後５時40分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具
記

1. 日 時 2022年６月21日（火曜日） 午前10時30分 （受付開始時間 午前10時00分）
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目11番２号 ホテル アジュール竹芝 14階 「天平の間」

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項
報告事項
第57期（2021年３月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類の内容並びに会
計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件

4. 連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表のインターネットによるご提供について
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、連結注記表、個別注記表として表示すべき事項につきましては、
当社ウェブサイト（http://www.kccnet.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には
記載しておりません。従って、本招集ご通知の添付書類の連結計算書類及び計算書類は、監査役又は会計監
査人が監査報告又は会計監査報告を作成する際に監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

5. 議決権の行使等についてのご案内
（２ページに記載の「議決権の行使等についてのご案内」をご参照ください。）

以 上
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議決権の行使等についてのご案内

（1）書面投票で重複して議決権が行使されるときは、最後に当社に到達したものを有効な議決権行使と
してお取扱いいたします。

（2）株主総会当日、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主１名に委任
することができます。この場合、代理権を証明する書面をご提出ください。

（3）当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、紙資
源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

（4）当日ご出席の際は、株主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外
の方は、ご入場いただけませんのでご注意ください。

（5）株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.kccnet.co.jp/）に掲載させていただきます。

以上
来場される株主様へのご案内

・マスクの常時ご着用およびアルコール消毒液のご使用にご協力ください。
・受付にて検温させていただきます。体調不良や発熱があると認められる方は、株主総会会場へのご入場をお
断りさせていただく場合がございます。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会場の座席間隔を拡げることから、ご用意できる席数が減少して
おります。当日は先着順にてご入場いただきますので、ご来場いただきましても株主総会会場にご入場でき
ない可能性がございます。予めご了承のほどお願い申し上げます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調確認のうえマスクを着用にて対応させていただきます。
・株主総会当日は、お土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

〈メ モ 欄〉
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（添付書類）

第57期 事 業 報 告

（2021年３月１日から）2022年３月31日まで

当社は、2021年５月27日の第56期定時株主総会の決議により、事業年度を従来の２月28日から３月31日に
変更いたしました。
これにより、経過期間となる当第57期事業年度は、2021年３月１日から2022年３月31日までの13ヶ月とな

り、当連結会計年度の事業報告においては業績に関する前期比増減の記載を省略しておりますので、ご了承くだ
さいますようお願い申し上げます。

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の新たな変異種による急激な感染
再拡大から、まん延防止措置等の発出により、経済活動の回復が鈍化しました。加えて、高騰する原材料、
半導体不足による多種電子部品の供給遅延等など様々な不安定要素が残るなか、さらにロシアによるウク
ライナ侵攻という新たな要因が加わるなど、今後の先行きへの不透明感が強まっております。
当社グループの事業領域でありますＩＣＴ（情報通信技術）関連業界におきましては、先の見えない状

況への警戒感から設備投資への鈍さが残るものの、コロナ禍を契機とした社会生活の様式変化により、企
業におけるＤＸへの取り組みが進展したことで、テレワーク、ＢＣＰ対策を含む投資需要は、緩やかなが
ら回復を見せております。
また、携帯電話業界では、基地局の拡大に伴う、パブリック５Ｇエリアの拡大や局所的に環境を整えるローカ
ル５Ｇサービスも登場し、５Ｇ環境を活用した新たなイノベーションの誕生に期待が高まっております。
こうしたなか当社グループは、お客様企業のＤＸ推進、働き方改革やテレワーク促進を支援すべく、主要パー

トナー企業５社（*１）の製品・サービスを融合させた経営情報ソリューション（*２）を提供してまいりました。
このほか、保守サポートやオンラインセミナーの開催、来場者を抑制した協立情報コミュニティー（*３）

でのイベントや、個別相談会の開催などの活動を展開しました。
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,344,731千円、営業利益185,902千円、経常利益

192,497千円、親会社株主に帰属する当期純利益115,390千円となりました。
（*1） 日本電気株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、株式会社オービックビジネスコンサルタント、日本マイクロソフト株式会

社、サイボウズ株式会社の５社。

（*2）「情報インフラ」、「情報コンテンツ」、「情報活用」の３つの分野に対応した当社グループのワンストップソリューション
サービスの総称です。

（*3） 旧名称は、情報創造コミュニティー。当社グループの提案するソリューションを、顧客に体験していただく場である
とともに、顧客やパートナー企業と新たなソリューションを共創する施設です。また、情報活用能力の開発支援を
目的とした５つのソリューションスクールをパートナー企業と共同展開しております。

2022年05月20日 19時03分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 4 ―

事業別の主な事業内容及び概況は次のとおりです。

① ソリューション事業

【主な事業内容】
顧客の業務効率化・合理化の促進と、情報や知識の共有・活用による企業価値創造のサポートを目的と
した、ＩＣＴや情報活用並びにそれらの活用能力の向上に向けた各種ソリューションの提供、「協立情
報コミュニティー」の運営

イ. 情報インフラソリューション
情報・通信インフラの構築・工事・保守・運用支援、情報通信機器のレンタル

ロ. 情報コンテンツソリューション
基幹業務ソフトの販売・導入・保守・運用サポート、運用改善コンサルティング、クラウド

サービスの導入・活用支援
ハ. 情報活用ソリューション

ＩＣＴ及び情報活用に関する定期講座・個別教育・出張講座の実施、eラーニングの提供

【概況】
ソリューション事業においては、ＤＸ化の浸透に伴い、テレワークを実現する各種ソリューション・
機器の導入や環境整備に関する商談のほか設備投資など、回復の兆しを見せておりましたが、変異種に
よる感染急拡大による顧客業績への影響もあり案件が鈍化しました。また、大型のソリューション案件
についても、先送りする動きが見受けられました。
この結果、ソリューション事業では、売上高2,196,104千円、営業利益528,891千円となりました。

② モバイル事業

【主な事業内容】
スマートフォン・タブレット等の販売、料金プランのコンサルティング、故障受付等のアフターサービ
スの提供
イ. 店舗事業：ドコモショップの運営（東京都内２店舗、埼玉県内４店舗）
ロ. 法人サービス事業：モバイルソリューションの提供、法人向け各種サービスの契約取次

【概況】
店舗事業におきましては、新たな変異種の登場に伴い、感染拡縮を繰り返すコロナ禍のなか、応対ス

タッフの提案活動の品質及び顧客満足度向上を図るため、スキルアップに注力しつつ、店舗外での活動
に注力するなど、拡販を強化してまいりました。
しかしながら、Web手続きの浸透、感染再拡大の影響による来客数減少と通信事業者よりの手数料等

の条件変更の影響を受け、売上高は増加したものの、営業利益は減少いたしました。
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法人サービス事業におきましては、テレワークにおける端末需要の一巡のほか、半導体不足に伴う端
末供給の不安定化の影響が残るなか、ソリューション事業との連携によるソリューション提案や、店舗
と連携した職域販売を実施いたしました。また、当社事業年度の変更に伴い13ヶ月という事もあり、販
売台数及び、売上高が増加したものの、営業利益は減少いたしました。
この結果、モバイル事業では、売上高3,148,626千円、営業利益122,512千円となりました。

事業別の当連結会計年度の販売実績は、次のとおりです。
【事業別売上高及び営業利益】

（単位：千円）
第56期

（2021年２月期）
第57期

（当連結会計年度）
（2022年３月期）

金 額 構成比 金 額 構成比

ソリューション事業
売上高 1,844,447 40.9％ 2,196,104 41.1％
営業利益 381,313 231.0％ 528,891 284.6％

モバイル事業
売上高 2,664,872 59.1％ 3,148,626 58.9％
営業利益 262,118 158.8％ 122,512 65.9％

全社共通
売上高 － － － －
営業利益 △478,360 △289.8％ △465,502 △250.5％

合 計
売上高 4,509,319 100.0％ 5,344,731 100.0％
営業利益 165,072 100.0％ 185,902 100.0％

注１）全社共通は、各事業に属さない全社共通費用で、主に一般管理部門に係る費用です。
注２）第57期（当連結会計年度）につきましては、事業年度の変更に伴い、2021年３月１日から2022年

３月31日までの13ヶ月となっております。

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度における設備投資等の金額は60,817千円となりました。
事業別の設備投資は、次のとおりです。

① ソリューション事業
賃貸用機器に19,392千円、業務システムの改善に540千円の投資を行っております。

② モバイル事業
ドコモショップ吉川美南店の移転に30,327千円及び業務システムの改善に1,285千円の投資を行って

おります。

③ 全社共通
業務システムの改善に9,033千円、その他の設備に238千円の投資を行っております。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
当社は、「中期経営計画目標 2024年度売上高65億円、営業利益4.2億円、当期純利益2.8億円」の達成

を目指し、次の事項に取り組んでまいります。

① 活用サービスと経営情報ソリューションサービスの充実化
ソリューション事業においては、顧客の課題解決に向け、浸透の進むＤＸ化の推進、働き方改革やテレ

ワーク促進を支援すべく、Microsoft Teamsなどのパートナー企業の製品・サービスを融合したソリュ
ーションの充実に取り組んでおります。また、システムメンテナンス及び、運用サポートを通じ、顧客の
目線に立った情報活用進化を支援し、更なる経営情報ソリューションサービスの拡大を図ります。

② モバイル事業のサービス改善
モバイル事業においては、法人サービス事業の拡大に向け、ソリューション事業との連携を強化し、Ｉ

ＣＴソリューション提案力を高め、モバイルソリューションの需要を興します。
また、店舗サービス事業においては、資格取得を含む社員教育に注力し、店舗外への拡販活動を強化す

るとともに、モバイルの利活用サービスの充実に取り組んでまいります。さらに、都内ドコモショップ２
店舗においては、法人専用窓口の開設により、法人サービス事業との連携を強化し、モバイル事業の収益
率の向上を図ってまいります。

③ サステナブル経営の推進
地域社会への貢献を念頭におき、ＳＤＧｓへの取り組みを含めた基本方針を策定し、当社経営理念に則

したサステナブル経営の推進を目指してまいります。

④ 人材の採用・育成及び環境の整備
当社グループでは、経営方針を理解し、主体的に行動できる自律型人材の確保を重要な課題と認識して
おります。幅広い人材の採用と育成に注力するとともに、従業員一人ひとりが「知」の重要性を意識しな
がら創造的な業務に従事し、成長できる環境を整えてまいります。

社是に掲げる「知・興・心」の精神のもと、役員・従業員が一丸となってこうした課題に取り組んでまい
ります。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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5,344,731

185,902 192,497

115,390

2,924,811 1,816,352

96.39

1,517.20

売上高（千円） 営業利益（千円） 経常利益（千円）

親会社株主に帰属する当期純利益
１株当たり当期純利益

（千円）
（円）

総資産（千円） 純資産 １株当たり純資産額（千円） （円）

第54期 第55期 第56期 第54期 第55期 第56期 第54期 第55期 第56期

第54期 第55期 第56期 第54期 第55期 第56期 第54期 第55期 第56期

第57期
（当期）

第57期
（当期）

第57期
（当期）

第57期
（当期）

第57期
（当期）

第57期
（当期）

6,007,679 339,897 348,733

231,719 2,708,785
1,586,009

193.61
144.54

110.42

1,325.21

5,583,318
247,240 255,531

172,984

2,675,054 1,700,163

1,420.50

4,509,319

165,072 192,749

132,154

2,808,716 1,766,097

1,475.59

（5）財産及び損益の状況

区 分
第54期

2019年２月期
第55期

2020年２月期
第56期

2021年２月期
第57期

2022年３月期
(当連結会計年度)

売上高 （千円） 6,007,679 5,583,318 4,509,319 5,344,731

営業利益 （千円） 339,897 247,240 165,072 185,902

経常利益 （千円） 348,733 255,531 192,749 192,497
親会社株主に帰属する
当期純利益 （千円） 231,719 172,984 132,154 115,390

１株当たり当期純利益 （円） 193.61 144.54 110.42 96.39

総資産 （千円） 2,708,785 2,675,054 2,808,716 2,924,811

純資産 （千円） 1,586,009 1,700,163 1,766,097 1,816,352

１株当たり純資産額 （円） 1,325.21 1,420.50 1,475.59 1,517.20
（注）第57期（当連結会計年度）につきましては、事業年度の変更に伴い、2021年３月１日から2022年３月31日までの13ヶ月と

なっております。
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（6）重要な子会社の状況
名 称 資本金 出資比率 事業内容

神奈川協立情報通信株式会社 20,000千円 100.0％ 情報・通信インフラの設計・構築・保守・運用サポート

（7）企業集団の主要拠点等及び従業員の状況
① 主要な支店及び営業所

名 称 所 在 地

当 社

本 社 東京都港区浜松町一丁目９番10号

新 宿 支 店 東京都新宿区西新宿一丁目３番13号

ド コ モ シ ョ ッ プ 八 丁 堀 店 東京都中央区八丁堀二丁目23番１号

ド コ モ シ ョ ッ プ 三 郷 店 埼玉県三郷市幸房131番地１

子会社 神奈川協立情報通信株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目86番１号

② 企業集団の従業員の状況

区 分 従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

男 性 125 39.2 11.8

女 性 71 35.2 9.9

合 計 196 37.7 11.8

（注）上記のほか、臨時従業員（契約社員、派遣社員等）の年間平均人数は35名です。
当連結会計年度は決算期変更に伴い13ヶ月の変則決算のため、前連結会計年度末比は記載しておりません。

（8）主要な借入先
該当事項はありません。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 4,800,000株
（2）発行済株式の総数 1,197,176株（自己株式7,724株を除く）
（3）当事業年度末の株主数 853名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 茂 株 式 会 社 370,488株 30.9％

佐 々 木 茂 則 360,773株 30.1％

Ｌ Ｇ Ｔ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ｌ Ｔ Ｄ 37,000株 3.1％

佐 々 木 綾 子 32,109株 2.7％

JP モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 14,000株 1.2％

谷 川 崇 12,700株 1.1％

木 村 俊 一 12,500株 1.0％

大 久 保 英 樹 12,000株 1.0％

織 田 敏 昭 11,400株 1.0％

協 立 情 報 通 信 従 業 員 持 株 会 11,000株 0.9％

（注）持株比率は自己株式7,724株を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長兼社長 佐々木 茂 則 －

取 締 役 佐々木 修 執行役員 モバイル統括部長

取 締 役 野 村 宣 男 ソリューション事業管掌

取 締 役（社外） 堀 本 勝 敬 株式会社バルテックフィールドサービス 代表取締役

常 勤 監 査 役 長谷川 浩 －

監 査 役（社外） 茂 呂 眞 JIG-SAW株式会社 取締役監査等委員
一般社団法人Cirkit-J 代表理事・理事長

監 査 役（社外） 神 成 敦 株式会社unerry 常勤監査役

（注）1. 取締役堀本勝敬氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役茂呂眞及び神成敦の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役茂呂眞及び神成敦の両氏は上場会社の監査役としての経験から、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 取締役堀本勝敬、監査役茂呂眞及び神成敦の各氏につきましては、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
5. 株式会社バルテックフィールドサービスと当社との間には特別の関係はありません。
6. JIG-SAW株式会社及び株式会社unerryと一般社団法人Cirkit-Jと当社との間には特別の関係はありません。
7. 取締役堀本勝敬、監査役茂呂眞及び神成敦の各氏と当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める限度額に
限定する契約を締結しております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となっ
た職務の執行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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（2）当事業年度に係る役員の報酬等の総額
区 分 支給人数 報酬等の額 摘 要

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

６人
(２人)

34,534千円
（3,900千円)

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

３人
(２人)

18,769千円
（7,038千円)

計 ９人 53,303千円

（注）1. 当事業年度末現在の取締役は４名、監査役は３名であります。
2. 上記報酬等には、2021年５月27日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名の在任中の報酬等の
額を含んでおります。

3. 上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4. 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
① 取締役の報酬につきましては、役付、会社業績、前事業年度の業務執行及び当事業年度の役割期待等を勘案し、株主
総会で承認された報酬総額の範囲内で、「取締役報酬等決定基準」に基づき、取締役会により一任された代表取締役社
長が支給額を決定しております。

② 監査役の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
5. 役員の報酬限度額は、2011年５月27日開催の第46期定時株主総会で取締役が年額100,000千円、監査役が年額20,000千
円と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名、監査役の員数は３名（内社外監査役１
名）であります。

（3）社外役員に関する事項
区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 堀本 勝敬
就任後に開催された取締役会10回のすべてに出席し、会社経営の経験に基づく見地
から意見を述べるほか、疑問点を明らかにするために適宜質問するなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行いました。

監 査 役 茂呂 眞
当事業年度に開催された取締役会13回、監査役会17回のすべてに出席し、上場会社
における取締役（監査等委員）、監査役としての知見と経験から意見を述べるほか、
疑問点を明らかにするために適宜質問するなど、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行いました。

監 査 役 神成 敦
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回、監査役会17回のうち16回に出
席し、上場会社や事業会社における監査役としての知見と経験から意見を述べるほ
か、疑問点を明らかにするために適宜質問するなど、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行いました。

5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人 トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 28,000千円
② 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 600千円
③ 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,600千円
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（3）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務(非監査業務)である、会計基準
の講義に対し600千円を支払っております。

（4）会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社

内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、
過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、報酬額の妥当性を検討した結果、会
計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会

決議により会計監査人の解任又は不再任を会議の目的とする株主総会の招集を取締役会に請求し、取締役会
はこの請求に基づいて会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることにいたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合又は会社

法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、当社を担当する監査チームが
これに関与していると認められた場合等は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。ま
た、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると
判断した場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を不再任といたします。これらの場合、監査役会が
選定した監査役が、解任又は不再任の決定後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任又は不
再任とした旨とその理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための方針
当社は、2020年３月18日開催の取締役会で、以下のとおり、「内部統制システム構築の基本方針」を改

定する決議を行いました。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの運用状況を絶えず評価し、必
要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、不断の見直しによって改善を図り、より実効性のあ
る内部統制システムの構築・運用に努めます。

（1）当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社及び子会社の取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、高い倫理観をもって行動するよ
う「企業倫理綱領」、「企業行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定める。
② コンプライアンスとリスク管理を総合的に推進するために「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、
管理全般管掌者をコンプライアンス総括責任者として、当社及び子会社のコンプライアンスを推進する。
③ 当社及び子会社の取締役及び使用人からのコンプライアンスに係る申告等に応じる窓口を設置し、適
切な運用を図り、法令違反行為又はそのおそれのある事実の早期発見に努める。

（2）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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① 「リスク管理規程」を定め、「リスク・コンプライアンス委員会」で当社及び子会社の企業活動全般に
係る個々のリスクの識別・分類・分析・評価・対応を行う。
② 「リスク・コンプライアンス委員会」は、当社及び子会社の事業に関する重大なリスクを認識したと
き、または、重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに子会社を含む常勤役員及び執行
役員で組織する「実務役員会」にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役会
及び監査役会に報告する。

③ 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、「経営危機管理規程」に基づき、「経営危機対策
本部」を設置し、社長を本部長として必要な対策を講じる。

（3）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、定時取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、関係法令、経
営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき、当社及び子会社の経営に関する重要事項につ
いての決定を行うとともに、取締役は、職務の執行状況について適宜報告する。

② 取締役会で決定された当社及び子会社の年間予算の進捗状況については、取締役会で監督するほか、
原則として毎月１回以上開催する「実務役員会」で報告を受け、要因分析と改善策の検討を行う。

③ 取締役会の決定に基づく業務執行は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に、その執行者や手続に
ついて詳細に定める。
④ 「関係会社管理規程」に基づき、子会社の重要な業務執行については、取締役会の事前承認を要する
ものとする。

（4）当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の業務
執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 「関係会社管理規程」の規定に基づき、管理全般管掌者が関係会社管理業務を統括し、子会社が効率
的に経営目標を達成できるよう管理指導する。

② 管理全般管掌者は、子会社の取締役及び業務責任者に対し、定期的に業務執行状況、財務状況その他
重要情報に関する資料の提出を求め、これを整備保管するとともに、重要事項については、事前に取締
役会に上程又は報告する。
③ 内部監査担当者は、子会社の業務の適正性を定期的に監査し、その結果を、代表取締役及び監査役に
報告するものとする。

（5）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会及び取締役会等の重要会議の議事録及び稟議書等の取締役の職務執行に係る文書並びにその他
重要な記録・情報は、「内部情報管理規程」、「文書管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」等の社内規
定に従い適切に保存・管理する。
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（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使
用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役と協議の上、使
用人を当該使用人として指名する。
② 監査役が指定する補助すべき業務については、当該使用人への指揮命令権は監査役に移譲されるもの
とし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

③ 当該使用人の人事評価については、常勤監査役の同意を要するものとする。

（7）当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体
制、監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況及び内部統
制の状況、重要な委員会の活動等について報告を行う。
② 監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けないよう「公益通報者
保護規程」に準じて、当該報告者を保護する。また、報告を行ったことを理由として、当該報告者が不
利益な取扱いを受けていることが判明した場合は、同規程の定めに準じ、不利益な取扱いを除去するた
めに速やかに適切な措置を取る。
③ 主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類は、監査役の閲覧に供する。
④ 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、
必要と認める重要会議に出席できる。
⑤ 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、会社が対
処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等につ
いて意見交換を行う。

（8）監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務について生ずる費用又は債
務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役は、監査費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意し、職務執行上必要と認めら
れる費用について、あらかじめ年度末に来期予算を提出する。但し、緊急又は臨時に支出した費用及び
交通費等の少額費用については、事後、会社に償還を請求することができる。
② 会社は、当該請求に係る費用が監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒
まない。

（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
社長を最高責任者とした財務報告に係る内部統制システムを構築・運用し、金融商品取引法その他法

令に基づき、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価・維持・改善を行う。
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（10）反社会的勢力排除に向けた体制
① 当社及び子会社は、「企業倫理綱領」及び「企業行動規範」に従い、反社会的勢力とは一切の関係を持
たない。
② 新規取引を開始する場合、反社会的勢力に関する担当部署である総務課で反社会的勢力との関与の有
無を十分に調査し、調査の結果、反社会的勢力との関与が認められた場合、又は関与の可能性があると
判断された場合は、取引を開始しない。
③ 反社会的勢力から接触があった場合は、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対策マニュア
ル」に従い、管理全般管掌者を総括責任者、総務課長を対応責任者とし、所轄警察、顧問弁護士とも緊
密な連携を図り、迅速かつ組織的に毅然と対応する。

7. 内部統制システムの運用状況の概要
（1）内部統制全般

「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部監査室が年間の監査計画を策定し、業務執行が適
正かつ効率的に行われているかを監査しています。

（2）コンプライアンス
「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス上の個別課題については、リスク・コンプライ

アンス委員会が中心となって協議、モニタリングしております。また、内部通報制度においては、監査役
及び顧問弁護士を通報窓口として運用しています。

（3）リスク管理
リスク・コンプライアンス委員会を４回開催し、主に労務管理面での社内におけるリスク対策を検討

し、所要の対応策を実施しました。また、労働安全衛生面における職場環境の改善に注力しました。
（4）取締役の業務執行

取締役会を13回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行状況の報告
及び監督を行いました。取締役会では、意見交換や質疑応答も活発に行われ、その要旨を議事の結果とと
もに議事録に記録しております。また、実務役員会では、取締役会で決議された年間予算の進捗状況につ
いて報告し、所要の対応策を実施しました。

（5）監査役監査
監査役会を17回開催し、監査方針や監査計画の協議・決定、職務の執行状況の報告を行うとともに、

すべての取締役会、実務役員会及び内部監査の講評会に出席し、監査役として意見を述べるほか、代表取
締役や他の役職者との個別面談を23回実施し、意見交換を行いました。

（本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入として表示しております。なお、掲
載されているグラフ・画像は、ご参考として掲載したものであり、事業報告の内容を構成するものではあり
ません。）

2022年05月20日 19時03分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



添
付
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 17 ―

連 結 貸 借 対 照 表
2022年３月31日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 1,862,526 流動負債 738,856
現金及び預金 946,921 支払手形及び買掛金 418,885
受取手形及び売掛金 619,602 リース債務 14,915
リース投資資産 1,224 未払法人税等 38,773
商品 140,701 賞与引当金 47,000
仕掛品 55,672 その他 219,281
原材料及び貯蔵品 8,565 固定負債 369,602
その他 90,004 リース債務 33,967
貸倒引当金 △166 退職給付に係る負債 249,208
固定資産 1,062,284 資産除去債務 55,328
有形固定資産 633,556 その他 31,098
建物及び構築物 230,030 負債合計 1,108,458
工具、器具及び備品 69,680 科 目 金 額
土地 285,833 （純資産の部）
リース資産 48,011 株主資本 1,814,013
無形固定資産 18,525 資本金 203,675
投資その他の資産 410,202 資本剰余金 148,125
投資有価証券 13,924 利益剰余金 1,467,621
繰延税金資産 121,538 自己株式 △5,408
敷金及び保証金 262,493 その他の包括利益累計額 2,338
その他 18,690 その他有価証券評価差額金 2,338
貸倒引当金 △6,445 純資産合計 1,816,352

資産合計 2,924,811 負債・純資産合計 2,924,811
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
自 2021年３月１日 至 2022年３月31日

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高
ソリューション売上高 2,196,104
モバイル売上高 3,148,626 5,344,731
売上原価
ソリューション売上原価 1,363,375
モバイル売上原価 2,074,664 3,438,039
売上総利益 1,906,691
販売費及び一般管理費 1,720,789
営業利益 185,902
営業外収益
受取利息 10
受取配当金 171
受取家賃 4,787
その他 3,664 8,632
営業外費用
支払利息 653
ゴルフ会員権退会損 460
その他 922 2,036
経常利益 192,497
特別損失
減損損失 7,572 7,572
税金等調整前当期純利益 184,925
法人税、住民税及び事業税 60,317
法人税等調整額 9,218 69,535
当期純利益 115,390
非支配株主に帰属する当期純利益 －
親会社株主に帰属する当期純利益 115,390
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
自 2021年３月１日 至 2022年３月31日

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 203,450 147,900 1,418,060 △5,408 1,764,001

当期変動額
新株の発行（新株予約
権の行使） 225 225 － － 450

剰余金の配当 － － △65,828 － △65,828
親会社株主に帰属する
当期純利益 － － 115,390 － 115,390

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 225 225 49,561 － 50,011

当期末残高 203,675 148,125 1,467,621 △5,408 1,814,013

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 2,095 2,095 1,766,097

当期変動額
新株の発行（新株予約
権の行使） － － 450

剰余金の配当 － － △65,828
親会社株主に帰属する
当期純利益 － － 115,390

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 243 243 243

当期変動額合計 243 243 50,254

当期末残高 2,338 2,338 1,816,352

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
2022年３月31日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 1,774,898 流動負債 729,916
現金及び預金 872,663 買掛金 416,055
受取手形 5,296 リース債務 14,909
売掛金 604,618 未払金 59,880
リース投資資産 1,218 未払費用 52,185
商品 140,701 未払法人税等 38,266
仕掛品 53,917 未払消費税等 38,611
原材料及び貯蔵品 8,521 前受金 8,924
前払費用 61,917 預り金 37,104
未収入金 25,490 前受収益 18,512
その他 678 賞与引当金 45,465
貸倒引当金 △127 固定負債 358,876
固定資産 1,068,417 リース債務 33,967
有形固定資産 628,907 退職給付引当金 240,723
建物 226,993 資産除去債務 53,086
構築物 3,036 その他 31,098
工具、器具及び備品 65,031 負債合計 1,088,792
土地 285,833 科 目 金 額
リース資産 48,011 （純資産の部）
無形固定資産 18,525 株主資本 1,752,184
ソフトウェア 17,498 資本金 203,675
その他 1,026 資本剰余金 139,805
投資その他の資産 420,984 資本準備金 3,675
投資有価証券 13,924 その他資本剰余金 136,130
関係会社株式 20,000 利益剰余金 1,414,112
出資金 320 利益準備金 50,543
長期前払費用 3,954 その他利益剰余金 1,363,568
繰延税金資産 118,032 繰越利益剰余金 1,363,568
敷金及び保証金 256,810 自己株式 △5,408
ゴルフ会員権 14,035 評価・換算差額等 2,338
その他 353 その他有価証券評価差額金 2,338
貸倒引当金 △6,445 純資産合計 1,754,523

資産合計 2,843,315 負債・純資産合計 2,843,315
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
自 2021年３月１日 至 2022年３月31日

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高
ソリューション売上高 2,089,509
モバイル売上高 3,149,349 5,238,859
売上原価
ソリューション売上原価 1,310,267
モバイル売上原価 2,074,844 3,385,112
売上総利益 1,853,746
販売費及び一般管理費 1,689,503
営業利益 164,243
営業外収益
受取利息 9
受取配当金 171
受取手数料 13,000
受取家賃 4,787
その他 3,663 21,631
営業外費用
支払利息 653
支払手数料 5
ゴルフ会員権退会損 460
その他 90 1,209
経常利益 184,666
特別損失
減損損失 7,572 7,572
税引前当期純利益 177,094
法人税、住民税及び事業税 58,733
法人税等調整額 8,811 67,544
当期純利益 109,549
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
自 2021年３月１日 至 2022年３月31日

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 203,450 3,450 136,130 139,580 50,543 1,319,847 1,370,391 △5,408 1,708,013

事業年度中の変動額
新株の発行（新株予約権の行
使） 225 225 － 225 － － － － 450

剰余金の配当 － － － － － △65,828 △65,828 － △65,828

当期純利益 － － － － － 109,549 109,549 － 109,549

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （純 額） － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 225 225 － 225 － 43,721 43,721 － 44,171

当期末残高 203,675 3,675 136,130 139,805 50,543 1,363,568 1,414,112 △5,408 1,752,184

評価・換算差額等
純資産合計その他

有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 2,095 2,095 1,710,109

事業年度中の変動額
新株の発行（新株予約権の行
使） － － 450

剰余金の配当 － － △65,828

当期純利益 － － 109,549

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （純 額） 243 243 243

事業年度中の変動額合計 243 243 44,414

当期末残高 2,338 2,338 1,754,523

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月６日
協立情報通信株式会社

取締役会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ

横 浜 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 京嶋 清兵衛
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 細野 和寿

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、協立情報通信株式会社の2021年３月１日から
2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、協立情報通信株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以上
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会計監査人の監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年５月６日

協立情報通信株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
横 浜 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 京嶋 清兵衛
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 細野 和寿

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、協立情報通信株式会社の2021年３月１日
から2022年３月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査役会の監査報告 謄本
第57期監査報告書

当監査役会は、2021年3月1日から2022年3月31日までの第57期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し
た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を決め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室、その他使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会、実務役員会、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役、内部

監査室及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業
務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた「内部統制
システムに係る監査役監査の実施基準」に準拠し、取締役及び使用人等から定期的にその構築及び運用の状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、監査意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役と意思疎通及
び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、財務報告に係る内部統制については、取
締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告をうけ、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受けるとともに、「2022年3月期 監査等の基本
的な方針」の説明を受け、必要に応じて確認を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年５月９日

協立情報通信株式会社 監査役会
常勤監査役 長 谷 川 浩 ㊞
社外監査役 茂 呂 眞 ㊞
社外監査役 神 成 敦 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件

当社は、株主様への利益還元を経営の重要施策の一つと考え、配当原資確保のため収益力を強化し、継続的か
つ安定的な配当を年１回（期末）行うことを基本方針としております。配当水準につきましては、配当性向30～
40％程度を目途に業績に連動させ、適正な配当をしていくとともに、万一業績が悪化したとしても一定の金額水
準を維持していきたいと考えております。
こうした基本方針に基づき、当期の業績と今後の事業展開を勘案し、当期の期末配当につきましては、次のと

おりといたしたく存じます。

期末配当に関する事項

（1） 株主に対する配当財産の割当てに
関する事項及びその総額 当社普通株式 １株につき金55円 総額 65,844,680円

（2） 剰余金の配当が効力を生ずる日 2022年６月22日
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第２号議案 定款一部変更の件

（１）変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022
年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更
するものです。
① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め
るものであります。

② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため
の規定を設けるものであります。

③ 現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、
これを削除するものです。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を整備するものです。

（２）変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）

現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供） （削除）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類及び連
結計算書類に記載又は表示をすべき事項に
係る情報を、法務省令に定めるところに従
いインターネットを利用する方法で開示す
ることにより、株主に対して提供したもの
とみなすことができる。

（新設） （電子提供措置等）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。

2022年05月20日 19時03分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 30 ―

現行定款 変更案
２. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部又は一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求
した株主に対して交付する書面に記載しな
いことができる。

附則 附則

（第57期事業年度） （削除）
第１条 第42条の規定にかかわらず、第57期事

業年度は、令和３年３月１日から令和４年
３月31日までの13か月とする。なお、本
附則は第57期事業年度に関する定時株主総
会の終結後、これを削除する。

（新設） （第15条変更の経過措置）

第１条 第15条の変更は、会社法の一部を改正す
る法律（令和元年法律第70号）附則第１条
ただし書きに規定する改正規定の施行の日
である2022年９月１日（以下「施行日」と
いう。）から効力を生ずるものとする。

２. 前項の規定にかかわらず、施行日から６
か月以内の日を株主総会の日とする株主総
会については、変更前の第15条（株主総会
参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）はなお効力を有する。

３. 本附則は、施行日から６か月を経過した
日または前項の株主総会の日から３か月を
経過した日のいずれか遅い日後にこれを削
除する。
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第３号議案 取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（４名）は任期満了となります。つきましては、より多角的な意思決定の
もと経営戦略を迅速に実行するため２名増員し、取締役６名（うち２名は社外取締役）の選任をお願いするもの
であります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

１

さ さ き しげ のり

佐々木 茂 則
（1935年１月20日生）

再任

1965年 ６月 協立電設株式会社（現 当社）を設立
当社 代表取締役社長

1968年 ３月 佐々木総業株式会社（現 日茂株式会社）を設立
代表取締役（現）

2017年 ５月 当社 代表取締役会長
2020年 ３月 当社 代表取締役会長 兼 営業本部長
2020年 ５月 当社 代表取締役会長 兼 社長（現）
（重要な兼職の状況）
なし

360,773株

２

さ さ き おさむ

佐々木 修
（1973年１月16日生）

再任

1995年 ４月 当社 入社
2011年 ９月 当社 推進企画室長
2011年 ９月 当社 推進企画室長 兼 関連業務部

マイクロソフト推進グループ長
2012年 ３月 当社 会計情報ソリューション事業部 ＣＥグループ長
2013年 ３月 当社 経営企画室長
2014年 １月 当社 会計情報ソリューション事業部長代理
2014年 ６月 当社 会計情報ソリューション事業部長
2017年 ５月 当社 執行役員 経営情報ソリューション事業部長
2018年 ５月 当社 執行役員 モバイル統括部法人サービス部

情報ソリューショングループ
2019年 ５月 当社 執行役員 営業本部 情報活用促進･企画部長
2020年 ３月 当社 執行役員 管理本部長
2020年 ９月 当社 執行役員 営業本部 新宿支店長
2021年 ５月 当社 取締役 執行役員 情報通信システム部長 兼

新宿支店長
2021年10月 当社 取締役 執行役員 モバイル統括部長（現）
（重要な兼職の状況）
なし

1,700株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

３

さかい ざわ あきら

堺 澤 顕
（1972年５月９日生）

新任

1996年 ４月 当社 入社
1996年11月 当社 東京新宿支店 情報通信システム営業部
2004年 ６月 当社 情報ソリューションサービス事業部

情報ソリューション営業部
2006年12月 当社 東京新宿支店

情通システムソリューション営業部
2007年 ８月 当社 ビジネス情報ソリューション事業部

情報ソリューション営業部
2013年 ３月 当社 会計情報ソリューション事業部 グループ長
2019年 ３月 当社 営業本部 経営情報ソリューション部長
2020年 ３月 当社 執行役員 営業本部

経営情報ソリューション部長
2021年 ５月 当社 執行役員 経営情報ソリューション部長（現）
（重要な兼職の状況）
なし

０株

４

にし むろ まさ ひろ

西 室 正 浩
（1962年６月13日生）

新任

1983年 ４月 当社 入社
1986年 ３月 当社 新宿営業所 システム営業部
1993年 ３月 当社 コンピューターネットワーク事業部 営業部
2003年12月 当社 企業情報ネットワーク事業部

システムソリューション営業部 第二営業部
2009年 ９月 当社 情報ソリューション営業推進本部 営業部
2010年 ７月 当社 情報ソリューション営業推進本部 営業部
2012年10月 当社 情報通信システム事業部 公共営業グループ
2015年 ３月 当社 ドコモ事業部 DS店舗運営部

埼玉管轄グループ 埼玉外販チーム
2016年11月 当社 ドコモ事業部 DS店舗運営部

埼玉管轄グループ 埼玉外販チームリーダー
2019年 ７月 当社 公共情報ソリューショングループ リーダー
2021年 ３月 当社 執行役員 公共情報ソリューショングループ長
2021年 ５月 当社 執行役員 公共情報通信システム部長（現）
（重要な兼職の状況）
なし

０株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

５

ほり もと かつ のり

堀 本 勝 敬
（1963年８月21日生）

再任

1988年 ４月 ソニー株式会社 入社
2001年 １月 ソニープロテクノサポート株式会社 取締役
2008年 ４月 同社 代表取締役社長
2018年12月 東京大学エクステンション株式会社 代表取締役社長
2020年 ７月 個人事業主として、企業、投資ファンド会社等より

ビジネスコンサルティング受託
2021年 ５月 当社 社外取締役（現）
2022年 ３月 株式会社バルテックフィールドサービス

代表取締役（現）
（重要な兼職の状況）
なし

０株

６

い とう ゆき まさ

伊 藤 行 正
（1955年９月16日生）

新任

1980年 ４月 日本電信電話公社
（現：日本電信電話株式会社）入社

1991年 ７月 NTTアメリカ株式会社
1994年 ７月 NTTPCコミュニケーションズ株式会社
1997年11月 NTT国際通信株式会社
1999年10月 Verio社

（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）
取締役

2007年 ６月 エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 取締役
2014年 ４月 一般財団法人自治体衛星通信機構 専務理事
2019年10月 スカパーJSAT株式会社 顧問
2020年 ７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 特別参与
2020年10月 株式会社ライトワークス 社外監査役（現）
（重要な兼職の状況）
なし

０株

（注）1. 佐々木茂則氏は、当社の会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。なお、同氏は当社の親会社等の子会社等である日茂株式
会社の代表取締役であります。

2. 堀本勝敬氏及び伊藤行正氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 堀本勝敬氏及び伊藤行正氏を社外取締役の候補者として選任した理由は以下のとおりです。
(1) 堀本勝敬氏につきましては、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事
業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しており、また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とそ
の豊富な人脈に基づき、客観的で高度な視野から、当社の事業運営に対し助言していただくことを期待したためです。

(2) 伊藤行正氏につきましては、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並び
に通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で高度な視野から、当社の事業運営に対して助言していただくことを期待
したためです。

4. 堀本勝敬氏は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって1年となります。また、
当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、同氏の再任をご承認いただける場合は、引き続き独立役員とす
る予定であります。また、伊藤行正氏についても、取締役に選任された場合は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

5. 当社は堀本勝敬氏と、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結しており、当該契約に基づく
損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低限度額であります。なお、同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該契約
を継続する予定であります。また、伊藤行正氏が取締役に選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定です。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考え方に基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

この印刷物は、植物油のインキを
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株主総会会場ご案内図
場 所：ホテル アジュール竹芝 14階「天平の間」
住 所：東京都港区海岸一丁目11番２号
電 話：03－3437－2011（代）

〔交通のご案内〕
JR山手線・京浜東北線浜松町駅（北口）より徒歩７分。
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅〈B2出口〉より徒歩８分。
東京臨海新交通「ゆりかもめ」竹芝駅（東口）より徒歩１分。

2022年05月20日 19時03分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）


